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１．「令和５年７月大雨災害」への対応等に係る検証の目的 

 

「能代市地域防災計画」とは、能代市防災会議が策定する計画で、市の災害対

策に関して総合的かつ基本的な性格を有するものです。 

本計画では、市の地域における大規模災害に対処するため、予防対策、応急対

策及び復旧・復興対策について、秋田県、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者等を含めた総合的かつ

計画的な防災対策を定め、市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、市民の

誰もが安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりの推進に資することを目的

とした計画です。同計画は、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る

「減災」の考え方を防災の基本理念としています。 

本市の災害対応にあたっては、本計画や各種マニュアルに基づき、災害対応の

取り組みを行っていますが、近年、災害が多発化、激甚化する傾向にあることか

ら、これまで以上に災害への備えを充実させていく必要であると考えています。 

そのため、令和５年７月大雨災害時の対応で生じた、避難情報の発令や避難所

開設タイミング等の課題を整理するほか、市民等から寄せられたご意見やご要望

等も踏まえ、今後の災害対応に活かして行くことを目的に検証を行うものです。 

 

２．令和５年７月１４日からの気象状況 

 

＜令和５年７月１４日から１６日の秋田県の記録的な大雨の概況＞ 
 
梅雨前線が東北北部に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ

ため、１４日から１６日にかけて、県内は広い範囲で大雨となり、白神山地や太

平山地付近を中心に、激しい雨や非常に激しい雨となった所があった。 

総降水量は、多い所で４００ミリを超え、解析雨量では局地的に約５００ミリ

となるなど記録的な大雨となり、藤里、男鹿、秋田、秋田市岩見三内、秋田市仁

別、角館では、７２時間降水量が観測史上１位を更新した。 

県のまとめ（２７日１６時００分現在）によると、五城目町で死者１名、秋田

市で負傷者４名の人的被害があったほか、秋田市、五城目町、能代市、三種町、

上小阿仁村、仙北市などで河川が氾濫し、床上・床下浸水が発生した。また、秋

田市、藤里町で土砂災害が発生するなど、県内の広い範囲で被害があった。 

 

※令和５年７月２８日 秋田地方気象台（秋田県災害時気象資料抜粋） 
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＜能代市の雨量等の状況＞ 

令和５年７月の大雨は、７月１４日から降り始め、１７日まで降雨が続き、４日

間の降水量は２００ミリを記録しています。特に１５日は２４時間の降水量が観測

史上最大の１８０ミリを記録したほか、八峰町、藤里町も同様に観測史上最大の降

水量を記録するなど、能代山本地域全体が大雨の状況となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜７月１４日から１６日までの天気図及び降水状況＞ 

【令和５年７月１４日 １５時】        【令和５年７月１４日 ２１時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１４日は停滞前線の北上により夕方から降雨を記録しています。 
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【令和５年７月１５日  ３時】        【令和５年７月１５日  ９時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年７月１５日 １５時】        【令和５年７月１５日 ２１時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１５日は秋田県に１日中、停滞前線がかかり続け、記録的な大雨となりました。 

  特に、０時から１２時までの１２時間で１４８ミリと短時間に大量の降水量が

記録されています。 
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【令和５年７月１６日  ３時】        【令和５年７月１６日 ９時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年７月１６日 １５時】        【令和５年７月１６日 ２１時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１６日は、停滞前線の解消に伴い、１３時以降は降水がありませんでした。 
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３．令和５年７月１４日からの米代川及び県管理河川の水位状況 

 

【 令和５年７月１４日（金） 】 
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【 令和５年７月１５日（土） 】 
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【 令和５年７月１６日（日） 】 
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【 令和５年７月１７日（月） 】 

 

 

※     は、各河川の水位観測所で記録した最高水位です。 
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◆米代川及び秋田県管理河川設置水位の状況 

  

◆米代川及び秋田県管理河川設置水位の変化状況 

○米代川は、最高水位から水防団待機水位を下回るまでに、２１時間～２７時間

程度の時間を要しています。水位低下に要する時間について、各観測所におい

て大きな差はない状況となっています。 

○秋田県管理河川は、各河川の流域面積や状況等により違いがみられます。 

 ①比井野川 

 水位の増減が繰り返していますが、水位低下までに時間を要しています。 

 ②常盤川 

  堤防が決壊し農地への浸水被害も発生。水位低下まで時間を要しています。 

 ③檜山川 

  短時間で増水しましたが、降雨が無ければ短時間で水位が低下しています。 

 ④悪土川 

  流域面積が広く、雨水等の流入も多いことから、水位低下まで長時間を要し

ています。 

  早川水門閉鎖により、逆流被害を防止しています。閉門後、排水ポンプを稼

働して対応しましたが、内水による浸水被害が広範に発生しました。 
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４．市の対応及び被害状況 

 

（１）避難所開設・避難指示発令等の経過 

 

令和５年７月１５日（土） 

５：１０ 大雨・洪水・暴風警報、波浪・高潮注意報発表 

５：３０ 能代市災害対策連絡部設置 

  ６：００ ＜避難所開設＞ 自主避難所 二ツ井町庁舎 

６：１０ ＜避難所開設＞ 自主避難所 常盤地域センター 

  ６：１５ ＜避難所開設＞ 自主避難所 檜山地域センター 

  ６：３０ ＜避難所開設＞ 自主避難所 鶴形地域センター 

７：００ 能代市災害対策警戒部設置 

  ７：１５ 能代市災害対策本部設置 

（能代市への土砂災害警戒情報発表による。） 

  ７：１５ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

常盤地区 

（大柄・山谷・砂子田・

外割田・栩木岱） 

130 世帯、200 人 常盤地域センター 

  ７：１５ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

二ツ井町梅内 139 世帯、165 人 
種公民館 

二ツ井町種 93 世帯、111 人 

  ８：００ 第１回災害対策本部会議（7/25 まで計 10 回開催） 

  ９：１０ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

檜山地区全域 307 世帯、370 人 檜山地域センター 

鶴形地区全域 192 世帯、230 人 鶴形地域センター 

 ９：４０ ＜避難所開設＞ 自主避難所 扇淵地域センター、南地域センター 

向能代地域センター 

１０：１０ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

二ツ井町竹原、山根、

沢口 
165 世帯、304 人 二ツ井伝承ホール 

１４：１５ ＜避難所開設＞ 福祉避難所 ねむの木苑  

１４：４０ 【緊急安全確保発令】 

対象地域 対象世帯・人数 

二ツ井町種 93 世帯、111 人 
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１６：３０ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

二ツ井 1,101世帯、2,202人 二ツ井小学校 

二ツ井総合体育館 

【高齢者福祉施設用】 

能代高校定時制課程二ツ井キ

ャンパス 

荷上場 1,460世帯、1,752人 

１６：３５ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

二ツ井町仁鮒 233 世帯、280 人 杉ホールひびき 

１６：５０頃 早川水門閉鎖 

１９：４０ 【緊急安全確保発令】 

対象地域 対象世帯・人数 

二ツ井町梅内 139 世帯、165 人 

 

 

７月１６日（日） 

５：３０ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

大瀬南、松長布 461 世帯、922 人 第四小学校 

  ６：３０頃 早川水門開門 

  ７：００ 【避難指示解除】 

対象地域 竹原、山根、沢口、二ツ井、荷上場、仁鮒 

       【緊急安全確保解除】 

対象地域 二ツ井町種 

  ７：００ ＜避難所廃止＞ 

        指定避難所  二ツ井伝承ホール、二ツ井小学校、二ツ井町総合体育館 

               能代高校定時制課程二ツ井キャンパス、杉ホールひびき 

種公民館 

 

 ７：３０ 【避難指示発令】 

対象地域 対象世帯・人数 指定避難所 

二ツ井町山根地区の

一部（市営山根住宅） 
51 世帯、102 人 二ツ井伝承ホール 

  ９：１５ 【避難指示解除】 

対象地域 
常盤地区（砂子田、外割田、栩木岱） 

鶴形地区全域、檜山地区全域 

       ＜避難所廃止＞ 指定避難所 鶴形地域センター、檜山地域センター 

               福祉避難所 ねむの木苑 

１１：００ ＜避難所廃止＞ 自主避難所 向能代地域センター 
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１１：１０ 【避難指示解除】 

対象地域 常盤地区（山谷、大柄） 

      ＜避難所廃止＞ 指定避難所 常盤地域センター 

１１：１０ 【緊急安全確保解除】 

対象地域 二ツ井町梅内 

１４：１０ ＜避難所廃止＞ 自主避難所 南地域センター 

１５：２０ 土砂災害警戒情報解除 

 

 

７月１７日（月） 

 ６：１０ ＜避難所廃止＞ 自主避難所 扇淵地域センター 

８：５０ 【避難指示解除】 

対象地域 大瀬南、松長布 

       ※第四小学校は指定避難所から自主避難所へ変更 

１６：３０ ＜避難所廃止＞ 自主避難所 第四小学校 

 

 

７月２０日（木） 

 １３：００ ＜避難所廃止＞ 自主避難所 二ツ井町庁舎 

 

 

７月２１日（金） 

１５：３０ 【避難指示解除】 

対象地域 二ツ井町山根地区の一部（市営山根住宅） 

       ＜避難所廃止＞ 指定避難所 二ツ井伝承ホール 

 

 

７月２５日（火） 

 １３：５０ 能代市災害対策本部廃止 

 

 

 

【 ７月１５日～１６日の能代消防署及び二ツ井消防署による救急救助の内訳 】 

 

消防署名 救急救助活動地区 救急救助実績 

能 代 署 松長布・下内崎・大瀬南・東栄団地地区 ３６世帯 ６５人 

二ツ井署 種地区 １世帯  １人 

 ※水害に伴う浸水地区からの救助 
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（２）避難状況について 

（避難者数は延べ人数） 

NO. 避難所区分  避   難   所 避難者数 

１ ① 常盤地域センター ９人  

２ ① 檜山地域センター １５人  

３ ① 鶴形地域センター １５人  

４ ① 扇淵地域センター １１人  

５ ① 南地域センター ７人  

６ ① 向能代地域センター ５人  

７ ② ねむの木苑 ※福祉避難所（協定に基づき開設） ９人  

８ ① 第四小学校 ６２人  

９ ① 二ツ井町庁舎 ７７人  

10 ① 種公民館 ０人  

11 ① 二ツ井伝承ホール ５人  

12 ① 二ツ井小学校 １３２人  

13 ① 二ツ井町総合体育館 ２９４人  

14 ① 
能代高校定時制課程二ツ井キャンパス 

            ※高齢者優先避難所 
９４人  

15 ① 杉ホールひびき ２９人  

16 ① きみまち子ども園 ２７人  

17 ③ 母体会館 ３人  

18 ③ 久喜沢地内（パン屋） ６人  

19 ③ 松長自治会館 １６人  

20 ③ 大瀬南団地会館 ３人  

21 ③ 旧さんぽえむ ７人  

22 ③ 駒形集会所 ６人  

23 ③ 出羽田代集会所 ５人  

24 ③ ブナの森ふれあい伝承館 ３１人  

合       計 ８６８人  

 

【 避難所区分 】 

①市が開設した指定避難所（高齢者優先避難所、自主避難所含む） 

②市が依頼し開設した福祉避難所 

③自主防災組織や自治会・町内会が開設した避難所 
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（３）主な被害状況について 

 

  ①建物被害 

   【住家】                （令和６年２月末現在） 

区  分 能代地域 二ツ井地域 計 

床上浸水 107 8 115 

床下浸水 192 16 208 

計 299 24 323 

    

【非住家】               （令和６年２月末現在） 

区  分 能代地域 二ツ井地域 計 

浸  水 68 22 90 

そ の 他 0 1 1 

計 68 23 91 

 

 

  ②農作物被害              （令和５年１２月末現在） 

作  物 面積(ha) 備考 

水   稲 86.44 冠水・土砂流入 

大   豆 43.44 冠水・浸水・土砂流入 

ね   ぎ 43.77 冠水・浸水・風害 

その他野菜 1.85 冠水・浸水・土砂流入 

計 175.50  

 

 

  ③生産施設等被害            （令和５年１２月末現在） 

施設等 箇所数 備考 

パイプハウス 7 棟 浸水・土砂流入 

農業機械 18 台 
ねぎ管理機・ボイラー・コンバイン 

・田植機・乾燥機等 

 

 

  ④農地及び農業用施設被害（箇所数）   （令和５年１２月末現在） 

区 分 能代地域 二ツ井地域 計 備考 

農地被害 114 96 210 土砂堆積、農地欠損 

水路被害 139 42 181 土砂堆積、水路決壊 

農道被害 71 13 84 路肩決壊、路面洗堀 

計 324 151 475  
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  ⑤林道被害（箇所数）         （令和５年１２月末現在） 

区   分 能代地域 二ツ井地域 計 

補助 

災害 

路肩決壊 2 0 2 

路体流出 0 2 2 

単独 

災害 

法面崩落 6 21 27 

路肩決壊 4 14 18 

路面洗堀 0 13 13 

土砂流入 0 1 1 

計 12 51 63 

 

 

  ⑥市道、市管理河川被害（箇所数）   （令和５年１２月末現在） 

区   分 能代地域 二ツ井地域 計 

土砂崩れ 4 4 8 

路肩決壊 13 0 13 

法面崩落 1 19 20 

河岸決壊 25 1 26 

道路洗堀 0 10 10 

そ の 他 2 12 14 

計 45 46 91 

    ※その他は、道路崩落、道路陥没、土留め擁壁破損 
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５．災害救助法、被災者生活再建支援法の適用及び激甚災害の指定 

 

 ①災害救助法の適用について 
 
   令和５年７月１４日、大雨の被害が大きかった能代市を含む県内１５市町村

に災害救助法が適用されました。災害救助法が適用された場合は、救助の実施

主体が秋田県となり、市は県の補助を行うこととなります。 

 （災害救助法） 

   災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協

力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図

ることを目的としています。 

  【 救助の種類 】 

避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、被服、寝具等の     

給与、医療、助産、被災者の救出、住宅の応急修理、学用品の給与、埋葬、死

体の捜索及び処理、住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

  【 費用負担 】 

救助に要する費用は、国と県が負担することとなります。 

 

 

 ②激甚災害指定について 
 
    令和５年８月２５日、国により激甚災害に指定され、公共土木施設や農地・

農業用施設などの災害復旧事業に対し、国庫補助率の嵩上げや補助事業の追加

等の支援措置が設けられることになりました。 

（激甚災害制度） 

   地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に

必要と認められる災害が発生した場合に、激甚災害として指定されます。 

   激甚災害に指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助

の嵩上げや中小企業者への保証の特例等、特別の財政助成措置が講じられるこ

とになります。 

 

 

③被災者生活再建支援法の適用について 
 

    令和６年２月２日、災害救助法施行令第１条第１項第２号に規定する別表第

２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合に該当することから、同支援法

が適用されました。 

被災者生活再建支援制度は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によ

り居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被

災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。 

対象者（床上浸水で半壊以上の被害世帯）には、市から案内を送付していま

す。支援金に該当する場合は、申請が必要となります。 
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６．被災者に対する支援状況及び支援制度等 

 

（１）災害ボランティアについて 

  ７月１７日（月）に災害ボランティアセンターを開設し、７月１８日（火）か

ら７月２６日までボランティア派遣を実施しました。 

 ＜実施状況＞ 

  ①ボランティア登録状況（市職員等除く。） 

   ○活動希望人数（累計）  １０３人 

  ○要請件数（累計）     ７０件 

  ②ボランティア派遣状況 

   ○派遣人数  延べ４３５人（うち市職員 延べ８９人、社協職員 延べ４８人） 

※７/１９ 秋田ノーザンハピネッツ、７/２２ アランマーレ秋田の選手・

スタッフボランティア参加 

○派遣件数  延べ ７６件 

 

 

（２）災害ごみ等の対応について 

 ７月１６日（日）から災害ごみの収集（無料）を実施しました。 
 

 区  分 能代地域 二ツ井地域 計 備  考 

災害ごみ 324 件 50 件 374 件 問合せ件数 

し尿汲み取り 116 件 23 件 139 件 汲み取り実績 

消   毒 227 件 56 件 283 件 消毒実績 

◇能 代 地 域：８月１０日まで巡回回収。以降は個別回収で１０月２５日で終了。 

二ツ井地域：個別回収で対応し、９月６日で終了。 

◇災害ごみ：一時保管場所に集積後、南部清掃工場、北部粗大ごみ処理工場で処分。 

畳は大館市の処分場にて処分。 

 

 

（３）罹災証明書の発行について 

  ７月１７日（月）から受付開始し、現地調査のうえで、罹災証明書（無料）を

発行しました。 

   

  ○現地調査の実施状況（令和６年２月末現在） 

能代地域： ３１８件 二ツ井地域：２４件    計 ３４２件 

   

○罹災証明書の申請受付件数（令和６年２月末現在） 

能代地域：２４９世帯 二ツ井地域：２４世帯   計 ２７３件 
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（４）被災者に対する支援制度等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　◎能代市における支援制度等

No 項目 対象 内容 担当

1
能代市災害見舞
金の支給

自己所有または借家で、居住し
ている住宅が床上浸水以上の被
害を受けた方

市独自の災害見舞金として、１世帯
につき１０万円を支給

総務課
総務企画課

2
能代市災害見舞
金（義援金）の
支給

自己所有または借家で、居住し
ている住宅が床下浸水以上の被
害を受けた方

市に寄せられた義援金・支援金から
被災世帯に支給
・床上浸水　４万円
・床下浸水　２万５千円

福祉課
市民福祉課

3
秋田県災害見舞
金（義援金）の
支給

自己所有または借家で、居住し
ている住宅が床下浸水以上の被
害を受けた方

秋田県に寄せられた義援金・支援金
から被災世帯に支給
・半　　壊　自家   　１２万円
　　　　　　借家　　   ２万４千円
・床上浸水　自家　　   ２万４千円
　　　　　　借家　　　 １万２千円
・床下浸水　自家・借家 １万２千円

福祉課
市民福祉課

4
災害救助法に基
づく住宅の応急
修理

災害救助法が適用された災害に
より一定の被害を受けた方
（市が修理を行う制度）

被災した住宅の屋根、居室、台所、
トイレ等、日常生活に必要な最小限
度の部分を応急的に修理
・大規模半壊、中規模半壊、半壊
　　　　限度額：７０万６千円以内
・準半壊
　　　　限度額：３４万３千円以内

都市整備課
建設課

5
個人の市民税の
減免

○災害により住宅に中規模半壊
　以上の損害を受けた方で令和
　４年中の所得が1,000万円以下
　の方
○災害により農作物に被害を受
　けた方で一定の要件に該当す
　る方

所得金額および損害の程度に応じて
１／８以上を減免

税務課
総務企画課

6
固定資産税の減
免

災害により土地、家屋、償却資
産に損害を受けた方で一定の要
件に該当する方

損害の程度に応じて４／１０以上を
減免

税務課
総務企画課

7
国民健康保険税
の減免

○災害により住宅に中規模半壊
　以上の損害を受けた方で令和
　４年中の所得が1,000万円以下
　の方
○災害により農作物に被害を受
　けた方で一定の要件に該当す
　る方

所得金額および損害の程度に応じて
１／８以上を減免

税務課
総務企画課

8
障がい福祉サー
ビス利用者負担
額の減免

障がい福祉サービス利用者また
はその属する世帯の生計を主と
して維持する者で、災害により
住宅・家財などの財産に半壊以
上の損害を受けた方で一定の要
件に該当する方

損害の程度に応じて半額又は全額を
減免

福祉課
市民福祉課

9 保育料の減免
災害により住宅に半壊以上また
は床上浸水以上の損害を受けた
方

保育料の階層に応じて半額又は全額
を減免

子育て支援課
市民福祉課
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No 項目 対象 内容 担当

10
介護保険料の減
免

第１号被保険者またはその属す
る世帯の生計を主として維持す
る者で、災害により住宅・家財
などの財産に半壊以上の損害を
受けた方で一定の要件に該当す
る方

保険料の段階および損害の程度に応
じて１／４以上を減免

長寿いきがい課
市民福祉課

11
介護保険サービ
ス利用者負担額
の減免

介護保険サービス利用者または
その属する世帯の生計を主とし
て維持する者で、災害により住
宅・家財などの財産に半壊以上
の損害を受けた方で一定の要件
に該当する方

損害の程度に応じて１／２以上を減
免

長寿いきがい課
市民福祉課

12
後期高齢者医療
保険料の減免

13
後期高齢者医療
一部負担金の減
免

14 災害ごみの収集 浸水被害のあった家屋等 無料で収集
環境衛生課
環境産業課

15 家屋等の消毒 床上・床下浸水した家屋等 無料で薬剤散布
環境衛生課
環境産業課

16
し尿汲み取り料
金の援護

水害によりし尿汲み取りの必要
が生じた便槽の管理者で一定の
要件に該当する方

し尿汲み取り料金を市が負担
環境衛生課
環境産業課

17
災害ごみ処理料
金の援護

有料で災害ごみを処理された方
災害ごみ処理料金を市が負担
※自己処理した際の領収書が必要

環境衛生課
環境産業課

18
農地・農業用施
設災害復旧支援
事業

災害により、耕作している農
地、水路等に被害を受けた水利
組合、自治会等

建設機械の借上、運搬に係る経費や
資材の購入費の３／４以内を補助
（１箇所あたり上限３０万円）

農業振興課
環境産業課

19
市営住宅の一時
使用

大雨による被害を受けた方で罹
災証明書を受けている方

所有する住宅の修繕を行うまでの仮
住まいや、一時的な避難先として市
営住宅に入居（最長で令和６年３月
末まで）
○家賃、敷金、駐車場使用料：免除
※光熱費は実費

都市整備課
建設課

20
能代市住宅リ
フォーム支援事
業（災害復旧）

大雨による被害を受けた方で罹
災証明書を受けている方

（対象工事）
○これまでの利用実績にかかわら
　ず、改めて利用可能
○補助対象工事費が３０万以上
（補助額）補助対象工事費の１０％
　　　　　最大２０万円
※多世代、多子世帯は加算あり

都市整備課
建設課

被保険者またはその属する世帯
の生計を主として維持する者
で、災害により住宅・家財など
の財産に中規模半壊以上の損害
を受けた方で一定の要件に該当
する方

所得金額および損害の程度に応じて
１／８以上を減免

市民保険課
市民福祉課
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No 項目 対象 内容 担当

21
上水道料金の減
免

住宅や住宅に附帯する倉庫等に
床上床下浸水の被害が確認され
た方（能代市水道事業に加入の
方）

８月分料金（７月使用分）の従量料
金の請求対象の水量を一律５㎥減免

水道課

22
簡易水道料金の
減免

住宅や住宅に附帯する倉庫等に
床上床下浸水の被害が確認され
た方（富根・仁鮒簡易水道に加
入の方）

８月分料金（７月使用分）の従量料
金の請求対象の水量を一律５㎥減免

建設課

23
公共下水道使用
料の減免

住宅や住宅に附帯する倉庫等に
床上床下浸水の被害が確認され
た方（能代市公共下水道に加入
の方）

８月分料金（７月使用分）の従量料
金の請求対象の水量を一律５㎥減免

下水道課

　◎能代市以外の機関（秋田県、社会福祉協議会等）における支援制度等

No 項目 対象 内容 担当

1
秋田県災害り災
者見舞金

住宅を全壊、流失、半壊または
床上浸水した世帯

○自己所有家屋の場合
　全壊、流失の場合　　：６０万円
　半壊、床上浸水の場合：２０万円
○借家の場合
　全壊、流失の場合　　：２０万円
　半壊、床上浸水の場合：　６万円

秋田県総合防災課

2
県税（個人事業
税等）の減免

大雨により被害を受けた方（損
害の程度や所得の要件あり）

個人事業税、不動産取得税、自動車
税（環境性能割、種別割）について
損害の程度等に応じた減免制度あり

秋田県税務課

3
秋田県住宅リ
フォーム推進事
業（災害復旧）

半壊または床上浸水以上の住家
被害

（対象工事）
・大雨に起因する被害箇所の原形復
　旧を目的とする工事
・補助対象工事費が５０万円以上
（補助額）補助対象工事費の１０％
　　　　　最大８万円

秋田県山本地域振
興局建築課

4
秋田県立高等学
校授業料減免制
度

被害により恒常的に収入が見込
めなくなった世帯

減免規則に基づいて県立高等学校授
業料を減免

秋田県教育庁
高校教育課
※申請は各学校

5
災害緊急配分金
（共同募金）

床上浸水等の被害を受けた世帯 １世帯当たり１万円を支給

能代市社会福祉協
議会
二ツ井総合福祉セ
ンター

6
生活福祉資金
（福祉費）の貸
付

低所得世帯・障害者世帯・高齢
者世帯

①住宅の補修等に必要な経費
　〇貸付限度額　２５０万円
　〇貸付利率　　年１．５％
　〇据置期間　　６月以内
　〇償還期間　　７年以内
②災害を受けたことにより臨時に必
要となる経費
　〇貸付限度額　１５０万円
　〇貸付利率　　年１．５％
　〇据置期間　　６月以内
　〇償還期間　　７年以内

能代市社会福祉協
議会
二ツ井総合福祉セ
ンター
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No 項目 対象 内容 担当

7
電気料金の特別
措置

災害により被害を受けた方

①電気料金の支払期日の延伸
　　７～９月分の電気料金の支払期
　日を各々１か月間延長
②不使用月の電気料金の免除
　　被災時から全く電気を使用され
　ない場合には、被災日が属する月
　分の翌月分からの６か月間、電気
　料金（基本料金）を免除

東北電力

8
ＮＨＫ放送受信
料の免除

半壊又は床上浸水以上の住家被
害を受けた方

令和５年７月から８月までの２か月
間の放送受信料を免除

ＮＨＫ

9
電話使用料の支
援措置

避難指示が発令された区域に住
んでいる方

支払期限等の延長等の支援措置が受
けることができる。

ＮＴＴ東日本秋田
支店

10

秋田県高等学校
等奨学金緊急採
用
（融資）

災害等により家計が急変した家
庭の高校生等

奨学金の貸与（※自宅の場合）
　　（公立）１万８千円／月
　　（私立）　　３万円／月
※無利子

公益財団法人
秋田県育英会

11
雇用保険失業給
付の特別措置

事業所が災害を受け、やむを得
ず休業し、一時的に離職を余儀
なくされ、離職前の事業主に再
雇用されることが予定されてい
る方

事業者が災害を受け、やむを得ず休
業したことにより一時的に離職を余
儀なくされた一定の要件を満たす方
を、雇用保険上の失業者とみなして
雇用保険失業給付を行う。

ハローワーク能代

12
災害復旧貸付
（中小企業庁）

災害により被害を受けた中小企
業者

日本政策金融公庫が災害復旧のため
の設備資金及び長期運転資金（建物
等の更新に伴い一時的に施設等を賃
借するために必要な資金を含む）を
一般貸付とは別枠で融資する。

日本政策金融公庫
秋田支店
商工組合中央金庫
秋田支店
能代商工会議所

13

小規模企業共済
災害時貸付（中
小企業基盤整備
機構）

災害により被害を受けた小規模
企業共済契約者

中小企業基盤整備機構が原則として
即日で低利の融資を行う。

商工組合中央金庫
秋田支店

14

農林漁業セーフ
ティーネット資
金（日本政策金
融公庫）の貸付

被害を受けた農林漁業者
（農林漁業所得が総所得の過半
数を占める者など）

経営再建費および収入の補てんに充
てるための資金を貸付け
〇貸付限度額　６００万円
〇貸付利率　　０．３～０．７％
　　　　　　　（７月２０日現在）
〇措置期間　　３年以内
〇償還期間　　１５年以内

ＪＡあきた白神
金融課
日本政策金融公庫
秋田支店
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７．災害対応に係る市民等及び市職員の主な意見等 

 

【市民等からの声】 

 

〇市の災害対応等に関すること 

・悪土川流域への避難指示、第四小学校への避難所設置が遅かったのではないか 

・松長地区の避難所の認識は第四小学校である 

・防災行政無線が聞こえない。周知徹底をどのようにするのか 

・避難所の暑さ対策等、避難者に配慮してほしい 

・能代高校への避難所開設等、県との連携を検討してほしい 

・自宅避難者への食料等の支援はどのようになっているか 

・市の災害対応が後手後手だった。災害対応をしっかり検証してほしい 

・災害時、ワンストップで相談できる窓口を設置してほしい 

・個別消毒ではなく、地区毎に日にちを決めて実施するという対応はできないか 

・床上浸水により家屋を解体する場合の支援はあるのか 

 

〇農家支援等に関すること 

・農家支援はどのようになっているのか。所得補償はどうなっているのか 

・大柄入口の橋の復旧はどのようになっているのか 

・激甚災害が指定されたのであれば、国の負担で農地の復旧をしていくことが出

来ないか検討してほしい 

・復旧の際、将来の農業のあり方を含め、先を見越した戦略を考えられないか 

・農道の寸断などにより、農地へアクセスできない状況となっている。農家が早

期に継続して営農できるようにしてほしい 

・農業被害の全容を把握し、農家支援を強化してほしい 

・関係機関と連携し、営農を継続できるよう、きめ細かな支援をしてほしい 

 

〇市管理施設の改修等に関すること 

・鶴形駅前の水路の改修が必要ではないか 

・被害のあった道路、橋等、優先順位を決め、公共事業として早く直してほしい 

 

〇市災害ボランティアセンター等に関すること 

・ボランティアセンターとボランティア団体との連携及び情報共有が必要 

・災害ボランティアのニーズをより細かく把握する必要がある 

・関係機関において被害状況や使用可能な資機材等の情報共有が必要 
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〇国、県、市に対する意見等に関すること 

・米代川の樹木の伐採や、洲ざらい工事を広範囲に行ってほしい 

・中小河川の維持管理を計画的に行うよう予算を増やしてほしい 

・河川・道路等の復旧を早期に取り組んでほしい 

・毎年のように家の前が冠水する。対策を考えてもらえないか（檜山地区） 

・一刻も早く堤防を仮復旧してほしい（常盤地区） 

・早川水門のポンプを倍にするなど、改善を図ってほしい（悪土川流域地区） 

・国、県との抜本的な対策について話し合ってほしい（悪土川流域地区） 

・国、県、市、学者、住民で科学的見地に立ち、相応の財政で水害のない街づくり

を早急に進めるようお願いしたい（悪土川流域地区） 

・林道等の崩落、決壊は令和４年度の被害以上となっている。早期に復旧するた

めの支援、対策を行ってほしい 

・今後の災害に備えるためにも森林保全のための予算を確保してほしい 

   

〇悪土川流域住民との意見交換会での意見等に関すること 

・悪土川の浸水被害が生じないよう抜本的な対策を検討してほしい 

・悪土川の堆積物が増えている。洲ざらいを行ってほしい 

・悪土川流域等被害者と市長、市幹部が話し合う場を設けてほしい 

・他市町村のように温泉施設の無料開放を検討してほしい 

・国・県・市・地域住民の意見交換の場を設けてほしい 

・被災者に寄り添った支援をしてほしい 

・市が実施する住宅の応急修理に速やかに対応してほしい 

 

〇個人の意見等に関すること 

・７月１５日夜に自宅前に水が迫っていたが、避難指示が出ていないため、不安

ながらも大丈夫なのかなと思っていた。（松長地区） 

・第四小学校が自主避難所になっていれば、自分も避難対象だと分かり早い段階

から避難行動がとれたと思う。（松長地区） 

・４０年近く住んでいるが、こんなにも浸水したのは初めて。（松長地区） 

・７月１６日午前３時ごろには膝下ほどまで水が上がり、２階に避難していた。

こんなに広い範囲が浸水したのは初めてだ。（下内崎地区） 

・５０年以上稲作をしているが、これほどひどい水害は初めて。人の手ではもう

どうにもならない。ショックどころではない。（常盤地区） 

・今年の収穫は不可能。来年も作付けは難しい。これを機に農業を縮小する。（常

盤地区） 

・団地に住んで約４０年、家の手前まで水が迫ってきたことは何度かあったが、

浸水被害は初めて。車も全滅して仕事にならない。（東栄団地） 

・初めて床上までの浸水被害を受けた。行政で対策をいろいろやってくれてはい

るが、溢れる頻度も量も年々増している。（東栄団地） 
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【職員からの声】 

 

〇災害対応で感じた改善点等に関すること 

・市災害対策本部事務分掌の見直し及び柔軟な応援体制の検討が必要 

・情報の共有化が必要 

・災害時、小中学校に設置している自動販売機の使用判断の明確化 

・災害時の公用車の運用及び管理体制の構築 

・避難所開設の担当職員用の具体的なマニュアルの整備 

・避難者への飲料水や非常食、毛布、タオルケットの配布基準があるとよい 

・災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの整備 

・災害関連情報を個別ではなく、全体を取りまとめた内容で情報を周知すべき 

・災害対応に関する各種マニュアルの確認及び見直しが必要なものは改訂 

・避難所での女性等への配慮として、女性職員の常駐が必要 

・避難所運営を担当したが、指示等がなく対応に戸惑った。指示系統の明確化 

・避難者が多く見込まれる場合、避難所駐車場の誘導も考慮が必要 

・避難所受付で避難者が記載する内容が細かすぎる。見直しが必要ではないか 

・避難所開設時の受付用事務セットの充実してほしい 

（事務用消耗品、腕章、ティッシュ、ゴミ袋、施設配置図、懐中電灯、ラジオ等） 

・使用できる備蓄品リストの情報共有 

・災害状況等の情報がほしい。避難所に情報を掲示し、避難者と情報を共有する 

・二ツ井地域で複数箇所の災害対応の場合、避難所対応が困難。人員確保が課題 

・初動時の職員動員を多くし、状況を見ながら人員を減らす方が良いのでは 

・会計年度任用職員も災害対応に動員する体制を検討できないか 

・学校と地域住民、行政との合同での避難訓練の実施 

・避難所開設時の学校の役割の確認及び備蓄庫内の備蓄品を確認が必要 

・大規模な避難所には、ある程度の物品の備蓄が必要 

・避難所での携帯電話の充電対応を検討する必要がある 

・通行止めとなった場所の避難路や迂回路図などの情報提供が必要ではないか 

・被害状況を画像により情報共有するためのシステムの整備 

・避難所開設時、避難してきた市民にもサポートしてもらう体制が必要 

・避難所の食事について、協定を活用して、食事を提供できないか 

・住家の被害認定調査は、調査経験や研修受講が必要。調査員の養成が課題 

・協定を締結するなど、大規模な水害時、迅速に消毒に対応できる体制の構築 
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〇避難所の設備等に関すること 

・指定避難所の暑さ対策として空調設備設置の検討が必要 

・ラジオやテレビ等があれば、避難者も情報収集や状況把握ができる 

 

 

〇避難所開設時の対応状況等に関すること 

・ブルーシートを敷いたり、机を配置し、避難所を設営した。そのほか、水や食

料、毛布、座布団等を配布。また、避難者への声掛けや体調の確認などを行った 

・避難者から、食料・水・毛布・暑さの訴え、体調不良（保健師対応）、自分の住

んでいる地域の状況やいつ頃自宅へ戻れるのかなど問い合わせがあった 

・暑さを考慮し、空調のある二ツ井町庁舎で避難者の受け入れを行った 

・職員の被災に伴い、マニュアルに定められた職員が登庁できない事例があった 

・対応する職員が不足し、他の避難所から応援に来てもらうことがあった 

・避難者からスマホの充電ができないかと問い合わせがあった 

・災害情報を入手するため、避難施設にあるテレビにより情報を提供した 

・避難者から「非常食は毎食だと食べたくない」と言われた。避難者自身で食料

を確保していた 

・温かい飲み物に感謝の言葉をもらった（電気ポットの提供） 

・避難所の申し送りや引継ぎが不十分で、対応に苦慮した 

・避難所に避難者が多く、指定管理の職員にも待機してもらった 

・車イスのまま一晩過ごした避難者がいた 

・配慮が必要な避難者の対応を保健師にお願いした 

・二ツ井小学校、二ツ井町総合体育館の避難所の駐車場不足が心配されたため、

区長等の提案で、ＪＡやベルの駐車場を借りた 

・受付に声をかけず退所・外出する方もいた。避難者名簿の確認に苦慮した 

・避難所体育館入口に夜間照明がなく、暗かった。足元がこわかった 

・避難所に車イスが無く、市役所にある車イスを届けた 

・避難者から通行可能な迂回路の質問をされたが、情報がなく答えられなかった 

・段ボールベッドやパーティションの設置を避難者に手伝ってもらった 
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８．検証を踏まえた災害対応の取組方針及び改善策等 

 

令和５年度に本市に大きな被害をもたらした「令和５年７月大雨災害」の降雨量、

河川水位、気象状況等の概要のほか、被害状況、市の災害対応状況、被災者に対す

る支援内容等の情報を市民の皆様と情報共有を図るとともに、市民から寄せられた

ご意見、災害対応にあたった市職員からの声を今後の災害対応に活かし、改善して

いく必要があると考えています。  

この検証により、自主避難所の早期開設や避難指示のタイミングのほか、避難所

開設時の人員確保、受け入れ態勢等の課題や改善点等のほか、大規模災害時には災

害の種別や発災時期等の状況によりますが、災害対応初動時の災害対応及び避難所

運営に多くの人員確保が必要となり、市職員のみで全ての対応を行うことが難しい

状況にあることも今回の検証で明らかとなっています。 

そのため、今後、市民の安全・安心のまちづくりを推進していく上で、市として

もこれまで以上に防災対策を検討し、取り組みを進めることはもちろんであります

が、市民や自主防災組織等の皆様のご協力とご理解のもと連携した取り組みも重要

であることから、下記に掲げる取組方針のもと今後の防災対策の取り組みを検討し

てまいりたいと考えております。 

 

【取組方針】 

①関係団体等と連携した防災体制及び情報伝達体制の強化 

②自主防災組織の設立促進及び育成・連携等による地域防災力の強化 

③市民に対する防災意識の啓発 
 
 

①関係団体等と連携した防災体制及び情報伝達体制の強化 
 
◎継続した防災対策等の取り組み事項 

・各種協定に基づいた災害対応 

（災害復旧、燃料、停電、物資、ボランティアセンター、福祉避難所等） 

・国土交通省、秋田県、秋田気象台、能代消防署等の関係機関及び消防団と連携

した災害対応 

・自治会・町内会と連携した防災訓練等の実施 

・要支援者の避難対策の検討 

・計画的な備蓄品の備蓄 

・災害応急用協力井戸の確保 

 

◆新たな取り組み及び改善を検討する事項 

・災害級の大雨が予想される場合における自主避難所の早期開設の検討 

・水害の際、安全な時間帯を考慮した避難指示発令の検討 

・主な避難所が想定される小・中学校等の避難所との協議及び連携強化 
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◆新たな取り組み及び改善を検討する事項 

・各種災害対応マニュアル等の確認及び見直し 

・市備蓄品の情報共有（備蓄内容、数量等、備蓄品の掲示） 

・避難所開設時の食事提供の見直し（協定に基づく食料調達等） 

・災害時における相談窓口体制の検討 

・自主避難所として開設が見込まれる地域センターの空調設備整備の検討 

・災害情報伝達手段の多様化の検討（防災行政無線との連動及びアプリ等の導入） 

・国、県、市が連携した治水対策の検討 

・悪土川流域への浸水センサー設置の検討 

・早川水門閉鎖周知用赤色回転等の増設（防災行政無線赤沼子局） 

・災害対策用トイレカー（トレーラー含む）導入の検討 
 

 

②自主防災組織の設立促進及び育成・連携等による地域防災力の強化 
 
◎継続した防災対策等の取り組み事項 

・自主防災組織設立の促進 

・土のうステーション、防災倉庫の活用等について自主防災組織等との連携 

・自主防災組織と連携した防災訓練等の実施 

・防災士の養成 

 

◆新たな取り組み及び改善を検討する事項 

・避難所運営時、避難してきた住民との協力体制の構築 

（避難所運営(ダンボールベッド、パーティション設営)等への協力体制の構築） 

・自主防災組織の活動拠点である集会所等の空調整備に対する助成制度の創設 

・自主防災組織の活動等の状況把握 

・自主防災組織と防災士の連携体制の検討 
 

 

③市民に対する防災意識の啓発 
 
◎継続した防災対策等の取り組み事項 

・地域住民等と連携した防災訓練等の実施 

・防災に関する出前講座の実施 

・広報のしろ及び市ホームページでの啓発 

 

◆新たな取り組み及び改善を検討する事項 

・検証報告書の作成、公表による防災意識の向上 

・新たな防災ハザードマップ（冊子版）の全戸配布 

・新たな防災ハザードマップ（Ｗｅｂ版）の周知 

・防災に関する情報提供の充実（市ホームページ、広報紙、ＳＮＳ等） 
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 ①避難情報の違いを知っておきましょう  

 

広報車・防災行政無線・サイレン等を通じて市が出す避難情報には、状況によって違い

があります。災害の状況を踏まえ、自ら命を守る行動を起こせるよう、日ごろから心がけま

しょう。 

避難情報が出されていなくても、「自分の身は自分で守る」という考え方で、身の危険を

感じたらためらわずに自主的に避難することが重要です。 

「命を守る避難行動」は、例えば次のようなものがあります。 

① 自主避難所、指定避難所、指定緊急避難場所への避難 

② 安全な場所への移動（公園、親戚や友人の家等） 

③ 近隣の高い建物等への避難 

④ 建物内の安全な場所への待避 

警戒レベル  避難行動等 避難情報等 

警戒レベル５ 

●既に災害が発生している状況です。 

命を守るために最善の行動を取りまし

ょう。 

 災害発生情報  ※１ 

※１ 災害が実際に発生しているこ

とを把握した場合に、可能な範

囲で発令 （市町村が発令）  

警戒レベル４ 

  

【全員避難】 

●速やかに避難しましょう。 

●公的な避難場所までの移動が危険と思

われる場合は、近くの安全な場所や、

自宅内のより安全な場所に避難しまし

ょう。 

 避難指示（緊急） ※2 

※2 地域の状況に応じて緊急的又

は重ねて避難を促す場合等に発

令 

    （市町村が発令） 

警戒レベル３ 

【高齢者等は避難】 

●避難に時間を要する人（ご高齢の方、

障がいのある方、乳幼児等）とその支

援者は避難をしましょう。 

●その他の人は、避難の準備を整えまし

ょう。 

避難準備 

高齢者等避難開始 

    （市町村が発令） 

自主避難 

●災害の危険が迫っていると自ら判断し

た場合の避難となります。 

●必要に応じて地域の公民館など

に避難してください。 

●避難中の食事や生活必需品はご

自分で用意してください。 
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 ②主な防災情報入手先一覧  

 

○能代市のハザードマップ・防災情報全般は（市ホームページ） 

能代市防災情報 http://www.city.noshiro.akita.jp/g.html?seq=64 

能代市防災ハザードマップ（Web 版）http://www.city.noshiro.akita.jp/hzd/ 

 

○大雨・地震などの情報は（国・県ホームページ） 

気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

秋田地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/akita/ 

秋田県雨量情報ホームページ http://sabo.pref.akita.jp/uryo/menutop.htm 

 

○川の水位の情報は（国・県ホームページ） 

◇国土交通省「川の防災情報」 http://www.river.go.jp/ 

   携帯電話版ＱＲコード                     

  

  

◇秋田県河川砂防情報システム http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/ 

   携帯電話版ＱＲコード  

  

 

○土砂災害の警戒情報は（国・県ホームページ） 

気象庁土砂災害危険度メッシュ情報 http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ 

秋田県土砂災害危険箇所マップ   http://sabomap.pref.akita.lg.jp/ 

 

 

地デジのデータ放送（テレビ） 

 テレビリモコンの 「 ボタン」を押すと、様々な情報を確認でき

ます。ＮＨＫなら「 ボタン」→「赤 気象情報」の順に押すと、

警報・注意報や雨のレーダー画像を見ることが出来ます。 
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 ③災害が発生したら  

 

◎まずは身の安全を確保！ 

 地震などいきなり発生する災害のときは、まず自分の身の安全を確保しましょう。

火の始末や電源オフなどは揺れがおさまってから！ 
 

◎正確な情報を集めよう！ 

 防災行政無線や広報車などでも防災情報をお知らせしますが、

豪雨の時や窓を閉め切っている時などは聞こえないこともあり

ます。防災無線のテレホンサービスや防災メール、テレビやラジ

オなどで積極的に災害情報を確認するようにしましょう。 
 

◎すばやい避難を！ 

 災害が起きてから持ち出し品の準備などに取り掛かっても間に合いません。一刻

もはやく避難しましょう。 

 避難したら「戻らない」ことも大事です。安全が確認されるまで、避難場所から

自宅などに戻ることは避けましょう。 

 

 ④能代市防災行政無線テレホンサービス  
 

防災行政無線テレホンサービス 

 ５４－４８９０ に電話すると、防災行政無線の放送内容もう一度

聞くことができます。放送が聞き取れなかったときにご活用ください。 

 

 ⑤能代市防災情報メール  
 

 市からの防災に関するお知らせを受け取ることができます。上のＱＲコードを読

み取るか、ml-saigaiml-subscribe@city.noshiro.lg.jp に空メールを送信し、返送

されるメールに記載されているＵＲＬへアクセスしてください。右のＱＲコードを

携帯電話で読み取ると、登録ページにアクセスできます。 
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 ⑥災害への備え  

 

被害を最小限にとどめるには、市や防災関係機関の対策とともに、一人ひとりの日ごろ

からの心構えが大切です。 

「自分たちの身の安全は、自分たちで守る」という意識で、災害が起きても慌てず冷静な

判断で行動できるよう、備えておきましょう。 

 

事前準備が大事です！ 

◇災害時の危険箇所を確認しましょう 

   自分が住む地域にどんな災害の危険があるか、ハザードマップ  

で確認しておきましょう。 
 

◇避難場所、避難ルートを確認しましょう 

   災害時にどこに逃げればよいのか、そこまでの避難ルートと  

合わせて確認しておきましょう。 

   勤務先や通学先など、ひんぱんに通う場所でも避難場所や避難ルートを確認しておく 

ことが大事です。 
 

◇家族の連絡方法を決めておきましょう 

   いざというときの連絡方法や、家族が集合する場所を決め  

ておきましょう。災害用伝言ダイヤル１７１や、携帯電話から利  

用できる災害用伝言板、災害用音声お届けサービスなどの使 

い方を確認しておきましょう。 
 

◇自宅の備えは大丈夫？ 

  家具の転倒防止対策や、非常持ち出し袋（備蓄品）などを準備しておきましょう。 

 

備蓄品の例 

飲料水…１人１日３リットルを目安に 

非常用食料…乾パン、缶詰、米などを少なくとも３日分 

着替えなど…肌着、タオル、軍手、雨具など 

道具類…ラジオ、ライト、マッチ、ロウソク、ビニール袋など 

救急薬品…包帯、ガーゼ、消毒薬、軟こう、整腸剤など 

貴重品…現金、印鑑、預金通帳、証書類など  
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 ⑦自主防災組織の活動に取り組もう  
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 ⑧能代市の自然概況及び災害履歴  
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     令和６年３月 

    能 代 市 
 

 

 

 

 


